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〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号 

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
九
号
を

実
施
す
る
た
め
、
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
が
事
業
場
以
外
の
場
所
に
お
い
て
特
定
整
備
を
行
う
場
合
の
実
施
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

国
土
交
通
大
臣　

中
野　

洋
昌　
　

 

自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
が
事
業
場
以
外
の
場
所
に
お
い
て
特
定
整
備
を
行
う
場
合
の
実
施
規
程 

　

（
用
語
の
定
義
） 

第
一
条　

こ
の
告
示
に
お
け
る
用
語
の
定
義
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一　

「
規
則
」
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
を
い
う
。 

二　

「
特
定
整
備
」
と
は
、
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
特
定
整
備
を
い
う
。 

三　

「
事
業
場
」
と
は
、
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
を
受
け
た
事
業
場
を
い
う
。 

四　

「
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
」
と
は
、
法
第
七
十
八
条
第
四
項
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
を
い
う
。 

　

（
事
業
場
以
外
の
場
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
の
で
き
る
特
定
整
備
の
種
類
） 

第
二
条　

自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
が
事
業
場
以
外
の
場
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
の
で
き
る
特
定
整
備
の
種
類
は
、
次
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に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

訪
問
特
定
整
備
（
一
定
の
期
間
に
限
り
、
規
則
第
五
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た

す
設
備
を
設
置
し
た
場
所
に
お
い
て
特
定
整
備
（
法
第
九
十
四
条
の
五
第
一
項
の
「
整
備
」
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

二　

限
定
訪
問
特
定
整
備
（
安
全
性
の
確
保
及
び
公
害
の
防
止
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
を
図
る
こ
と
の
で
き
る
場
所

（
前
号
に
規
定
す
る
場
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
特
定
整
備
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
（
法
第
四
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項
の
「
整
備
」
又
は
法
第
九
十
四
条
の
五
第

一
項
の
「
整
備
」
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

イ　

普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
又
は
軽
自
動
車
の
制
動
装
置
の
う
ち
ブ
レ
ー
キ
キ
ャ
リ
パ
を
取
り
外
し
て
行
う

ブ
レ
ー
キ
パ
ッ
ド
（
事
故
、
故
障
等
に
よ
り
摩
耗
又
は
損
傷
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
交
換 

ロ　

普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
又
は
軽
自
動
車
の
オ
ル
タ
ネ
ー
タ
又
は
ス
タ
ー
タ
ー
モ
ー
タ
ー
の
交
換
の
際
に

必
要
と
な
る
原
動
機
の
う
ち
エ
ン
ジ
ン
マ
ウ
ン
ト
、
動
力
伝
達
装
置
の
う
ち
ド
ラ
イ
ブ
・
シ
ャ
フ
ト
（
ナ
ッ
ク

ル
と
の
連
結
部
に
限
る
。
）
、
走
行
装
置
の
う
ち
フ
ロ
ン
ト
・
ア
ク
ス
ル
（
ロ
ア
ア
ー
ム
と
ナ
ッ
ク
ル
の
連
結

部
に
限
る
。
）
又
は
か
じ
取
り
装
置
の
う
ち
タ
イ
ロ
ッ
ド
エ
ン
ド
（
ナ
ッ
ク
ル
と
の
連
結
部
に
限
る
。
）
若
し

く
は
ス
テ
ア
リ
ン
グ
シ
ャ
フ
ト
（
後
輪
駆
動
車
で
あ
っ
て
ラ
ッ
ク
・
ピ
ニ
オ
ン
式
の
ス
テ
ア
リ
ン
グ
ギ
ヤ
構
造

を
備
え
る
自
動
車
に
お
け
る
ス
テ
ア
リ
ン
グ
シ
ャ
フ
ト
の
う
ち
ギ
ヤ
・
ボ
ッ
ク
ス
と
の
連
結
部
に
限
る
。
）
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　



3/9

取
り
外
し 

ハ　

大
型
特
殊
自
動
車
の
う
ち
シ
ョ
ベ
ル
・
ロ
ー
ダ
、
タ
イ
ヤ
・
ド
ー
ザ
、
ホ
イ
ー
ル
・
ク
レ
ー
ン
、
グ
レ
ー

ダ
、
ロ
ー
ド
・
ス
タ
ビ
ラ
イ
ザ
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
、
タ
イ
ヤ
・
ロ
ー
ラ
又
は
ロ
ー
ド
・
ロ
ー

ラ
の
か
じ
取
り
装
置
の
う
ち
ス
テ
ア
リ
ン
グ
用
油
圧
ホ
ー
ス
（
当
該
ホ
ー
ス
の
交
換
後
に
当
該
ホ
ー
ス
に
混
入

し
た
空
気
を
取
り
除
く
た
め
の
作
業
が
不
要
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
換 

　

（
届
出
） 

第
三
条　

訪
問
特
定
整
備
若
し
く
は
限
定
訪
問
特
定
整
備
又
は
そ
の
両
方
（
以
下
「
訪
問
特
定
整
備
等
」
と
い
う
。
）

を
行
お
う
と
す
る
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
は
、
事
業
場
ご
と
に
、
訪
問
特
定
整
備
等
の
開
始
の
日
の
前
日
ま
で

に
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁

的
記
録
を
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

当
該
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
、
電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
及
び
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
の
ア
ド
レ
ス 

二　

事
業
場
の
名
称
、
所
在
地
、
電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
及
び
認
証
番
号 

三　

第
五
条
に
規
定
す
る
訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
及
び
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訪
問
特
定
整
備
士
に
つ
い
て

の
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
準
訪
問
特
定
整
備
士
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
訪
問
車

体
・
電
気
装
置
整
備
士
を
訪
問
特
定
整
備
等
に
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
準
訪
問
特
定
整
備
士
又
は
訪
問
車
体
・
電
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気
装
置
整
備
士
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
。
） 

イ　

氏
名 

ロ　

生
年
月
日 

ハ　

合
格
し
た
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
の
種
類
、
合
格
証
書
番
号
及
び
合
格
年
月
日 

ニ　

届
出
時
現
在
の
実
務
の
経
験
の
期
間
及
び
そ
の
内
容 

ホ　

第
六
条
に
規
定
す
る
訪
問
特
定
整
備
等
教
育
を
受
け
た
日 

 
 

四　

訪
問
特
定
整
備
等
を
開
始
す
る
日 

２　

運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
訪
問
特
定
整
備
等
を
行
お
う
と
す
る
自

動
車
特
定
整
備
事
業
者
に
対
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要
な
情
報
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
電
子

メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３　

第
一
項
の
届
出
を
し
た
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
（
以
下
「
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
前
項
の
情
報
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
後
に
初
め
て
訪
問
特
定
整
備
等
を

行
う
日
の
前
日
ま
で
に
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
当
該
変
更
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
電
子
メ

ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４　

訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
訪
問
特
定
整
備
等
の
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、

運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
そ
の
旨
を
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。　

 
（
訪
問
特
定
整
備
等
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
者
） 

第
四
条　

訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
事
業
場
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
（
以
下
「

訪
問
特
定
整
備
士
」
と
い
う
。
）
を
訪
問
特
定
整
備
等
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一　

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
一
号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）

の
規
定
に
よ
る
一
級
又
は
二
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
て
い
る
こ
と 

二　

特
定
整
備
に
関
し
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
こ
と 

三　

第
六
条
に
規
定
す
る
教
育
を
受
け
た
こ
と 

四 
 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
三
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
事
項
が
届
け
出
ら
れ
て
い
る
こ
と 

２　

訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
事
業
場
ご
と
に
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
限
り
、
検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
三

級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

（
以
下
「
準
訪
問
特
定
整
備
士
」
と
い
う
。
）
を
訪
問
特
定
整
備
等
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一　

同
行
す
る
訪
問
特
定
整
備
士
の
指
示
の
下
に
、
訪
問
特
定
整
備
等
に
従
事
す
る
場
合 

二　

訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
が
高
度
な
管
理
手
法
に
よ
り
訪
問
特
定
整
備
等
に
関
す
る
事
項
を
統
括
管
理
す
る
場

合 

３　

訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
事
業
場
ご
と
に
、
検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
車
体
整
備
士
又
は
自
動
車
電
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気
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
、
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
（

以
下
「
訪
問
車
体
・
電
気
装
置
整
備
士
」
と
い
う
。
）
を
訪
問
特
定
整
備
（
規
則
第
三
条
第
八
号
及
び
第
九
号
の
電

子
制
御
装
置
整
備
（
法
第
九
十
四
条
の
五
第
一
項
の
「
整
備
」
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
こ
と
に
限

る
。
）
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４　

訪
問
特
定
整
備
士
、
準
訪
問
特
定
整
備
士
及
び
訪
問
車
体
・
電
気
装
置
整
備
士
（
以
下
「
訪
問
特
定
整
備
士
等
」

 

と
い
う
。
）
は
、
他
の
事
業
場
の
訪
問
特
定
整
備
士
等
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

（
訪
問
特
定
整
備
等
に
関
す
る
事
項
の
統
括
管
理
） 

第
五
条　

訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
事
業
場
ご
と
に
、
整
備
主
任
者
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
（
第
六
条
に
規
定

す
る
教
育
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
に
訪
問
特
定
整
備
等
に
関
す
る
事
項
を
統
括
管
理
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
事
項
を
統
括
管
理
す
る
者
（
以
下
「
訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
他
の
事
業
場
の

訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

　

（
訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
等
に
対
す
る
教
育
） 

第
六
条　

訪
問
特
定
整
備
等
を
行
お
う
と
す
る
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
又
は
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
次
に
掲

げ
る
者
に
対
し
て
、
訪
問
特
定
整
備
等
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
教
育
（
以
下
「
訪
問
特
定
整
備
等
教

育
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

訪
問
特
定
整
備
等
管
理
者
、
訪
問
特
定
整
備
士
、
準
訪
問
特
定
整
備
士
及
び
訪
問
車
体
・
電
気
装
置
整
備
士
と
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し
て
新
た
に
届
け
出
よ
う
と
す
る
者 

二　

最
後
に
訪
問
特
定
整
備
等
教
育
を
受
け
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
者 

２　

訪
問
特
定
整
備
等
を
行
お
う
と
す
る
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
又
は
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
訪
問
特
定
整

備
等
教
育
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
及
び
方
法
そ
の
他
の
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
作
成
し
、
訪
問
特
定
整
備

等
教
育
を
行
っ
た
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

 

（
訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
の
遵
守
事
項
） 

第
七
条　

訪
問
特
定
整
備
等
事
業
者
は
、
法
第
九
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
事
項
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

第
三
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る
事
業
場
に
お
い
て
特
定
整
備
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
、
常

時
確
保
す
る
こ
と
。 

二　

第
三
条
第
一
項
の
届
出
を
行
っ
た
こ
と
を
示
す
証
票
に
つ
い
て
、
訪
問
特
定
整
備
等
を
行
う
場
所
に
お
い
て
公

衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
す

る
こ
と
。 

三　

訪
問
特
定
整
備
等
の
作
業
に
係
る
料
金
（
作
業
工
賃
、
旅
費
等
の
内
訳
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
自
ら
管
理
す

る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
。 

四　

訪
問
特
定
整
備
士
等
に
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
さ
せ
、
初
回
訪
問
時
及
び
訪
問
特
定
整
備
等
の
依
頼
者
（
以
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下
「
依
頼
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
さ
せ
る
こ
と
。 

五 
 

訪
問
特
定
整
備
等
を
行
う
前
に
、
依
頼
者
に
対
し
、
必
要
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
訪
問
特
定
整
備
等
の
内
容
、

当
該
訪
問
特
定
整
備
等
の
必
要
性
、
当
該
訪
問
特
定
整
備
等
に
係
る
車
両
の
現
在
の
状
態
に
つ
い
て
説
明
し
、
訪

問
特
定
整
備
等
の
作
業
に
係
る
料
金
（
作
業
工
賃
、
部
品
価
格
、
塗
料
価
格
、
副
資
材
価
格
、
旅
費
等
の
内
訳
を

含
む
。
以
下
「
訪
問
特
定
整
備
等
料
金
」
と
い
う
。
）
の
概
算
見
積
り
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
こ

と
。 

六 
 

訪
問
特
定
整
備
等
を
行
っ
た
後
に
、
依
頼
者
に
対
し
、
行
っ
た
訪
問
特
定
整
備
等
の
内
容
、
交
換
し
た
部
品
及

び
訪
問
特
定
整
備
等
を
行
っ
た
後
の
車
両
の
状
態
に
つ
い
て
説
明
し
、
依
頼
者
に
請
求
す
る
訪
問
特
定
整
備
等
料

金
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
こ
と
。 

七　

訪
問
特
定
整
備
等
の
開
始
及
び
完
了
に
つ
い
て
依
頼
者
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
電
磁
的
記
録
、
訪
問
特

定
整
備
等
料
金
の
概
算
見
積
り
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
、
訪
問
特
定
整
備
等
を
行
っ
た
場
所
を
撮
影
し
た
画
像

デ
ー
タ
、
訪
問
特
定
整
備
等
を
行
う
前
後
の
車
両
を
撮
影
し
た
画
像
デ
ー
タ
、
交
換
し
た
部
品
を
撮
影
し
た
画
像

デ
ー
タ
並
び
に
訪
問
特
定
整
備
等
料
金
を
記
録
し
た
請
求
書
、
納
品
書
、
領
収
書
等
の
電
磁
的
記
録
を
、
当
該
訪

問
特
定
整
備
等
を
行
っ
た
日
か
ら
二
年
間
保
存
す
る
こ
と
。 

八　

第
二
条
か
ら
本
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
、
若
し
く
は
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
又
は
訪
問
特
定
整
備

等
に
起
因
し
て
訪
問
特
定
整
備
士
等
そ
の
他
第
三
者
の
生
命
若
し
く
は
身
体
に
対
し
重
大
な
危
害
が
発
生
し
た
場
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合
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
第
三
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る
事
業
場
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局

長
に
報
告
す
る
こ
と
。 

九 
 

訪
問
特
定
整
備
等
の
体
制
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
、
訪
問
特
定
整
備
等
に
つ
い
て
相
当
の
知
見
を
有
す
る
第
三

者
に
よ
る
確
認
を
受
け
、
第
三
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運

輸
支
局
長
に
当
該
確
認
の
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
。 

附　

則 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　


